
現場代理人及び技術者制度に係る注意事項 

現場代理人及び建設業法に規定する技術者制度の中で、質問が多かった事項

について参考になる点をまとめましたのでご利用ください。 

なお、建設業法に基づく技術者については、国土交通省「監理技術者制度運用

マニュアル」及び東北地方整備局「建設業法令遵守ハンドブック【ポイント編】」ま

たは各地方整備局の建設業法Ｑ＆Ａを参照ください。 

 

Ｑ１ 現場代理人について 

（１）現場代理人の資格要件について 

      現場代理人は、建設業法で定められた制度でなく、工事請負約款で定められている

制度です。特別な資格は要しませんが、直接的かつ恒常的な雇用関係（正社員）である

ことが必要です。 

また、現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか契約の一部の権限を

除く、受注者の契約の一切の権限を行使すると定められています。（福島市工事請負契

約約款参照） 

 

（２）現場代理人の兼任について 

随意契約の場合や、一定の条件を満たす場合に、福島市発注の建設工事に限り、他

の工事現場の現場代理人と合計２件（災害復旧工事を含む場合３件）まで兼任できます。

詳しくは「現場代理人の常駐義務緩和措置取扱要領」をご覧ください。 

     

Ｑ２ 主任技術者について 

（１）主任技術者の資格要件について 

建設業法で、建設工事の許可業者であれば、請け負った建設工事を施工する場合に

は、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工上の管理をつかさど

る主任技術者を置かなければならないと定められています。 

また、主任技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用

関 係 が 入 札 （ 見 積 合 せ ） 執 行 日 以 前 に ３ か 月 以 上 必 要 と さ れ て い ま す 。                                  
主任技術者には、一級、二級の国家資格者、実務経験者がなることができます 

  

（２）主任技術者の専任について 

       建設業法で「公共性のある工作物に関する重要な建設工事」で、工事一件の請負金

額が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上のものについては、工事

の安全かつ適正な施工を確保するために、配置される主任技術者は工事現場ごとに専

任の者でなければならないと定められています。     



（３）主任技術者の兼任について 

      専任の主任技術者の配置が求められていない工事同士であれば、主任技術者を兼任

することができます。 

また、専任の主任技術者の配置が求められている工事であっても、一定の要件を満

たすことで、２件まで兼任することができます。詳しくは「現場代理人の常駐義務緩和措

置取扱要領」をご覧ください。 

    

Ｑ３ 監理技術者について 

 （１）監理技術者の資格要件について 

 建設業法で発注者から直接工事を請け負った（元請）うちの５，０００万円（建築一式工

事の場合８，０００万円）以上を下請契約して施工する場合、主任技術者にかえて監理技

術者を置かなければならないと定められています。 

また、監理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用

関係が入札（見積合せ）執行日以前に３か月以上必要とされています。 

監理技術者には、一級国家資格者等がなることができます。 

 

（２）監理技術者の専任について 

      建設業法で「公共性のある工作物に関する重要な建設工事」で、工事一件の請負金額

が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）以上のものについては、工事の

安全かつ適正な施工を確保するために、配置される監理技術者は工事現場ごとに専任

の者でなければならないと定められています。 

     

（３）監理技術者の兼任ついて 

      専任の監理技術者の配置が求められていない工事同士であれば兼任は可能とされ

ています。 

      但し、専任の監理技術者の配置が求められている福島市発注の工事であっても、同

一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、か

つ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契

約以外の請負契約が随意契約により締結された場合に限る。）については、全体の工事

を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが

合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の

監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができます。 

  

 

 

 



Ｑ４ 営業所における専任の技術者について 

 （１）営業所における専任の技術者について 

      建設業法で建設業の許可を受けるためには、その営業所ごとに専任の技術者を配置

することとされています。 

      建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けよ

うとする建設業に係る建設工事についての専門的な知識が必要になります。建設業に

関する営業（工法の検討、注文者への技術的な説明、見積、入札、工事請負契約締結等）

は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、

一定の資格または経験を有した者（専任技術者）を設置することが必要です。 

      営業所における専任の技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業である

か特定建設業であるかによって、また許可を受けようとする建設業の種類により、それ

ぞれ必要な資格等が異なります。 

      また、営業所における専任の技術者は、建設業に関する営業を行い、営業所ごとに専

任の者を配置するとされていますので、所属の営業所に常駐していることが原則です。 

 

Ｑ５ 現場代理人、主任技術者、監理技術者、営業所における専任の技術者の関係性につい

て 

（１）現場代理人と主任技術者の兼務 

     福島市工事請負契約約款により、同一工事請負契約であれば兼任は認められていま

す。専任が求められる工事の主任技術者でも兼務可能です。 

 

（２）現場代理人と監理技術者の兼務 

     福島市工事請負契約約款により、同一工事請負契約であれば兼任は認められていま

す。専任が求められる工事の監理技術者でも兼務可能です。 

 

（３）現場代理人と営業所における専任の技術者の兼務 

     両者とも工事の現場、所属の営業所にそれぞれ常駐していることが原則であるため、

兼務はできません。例外的に認める規定もありません。 

 

（４）主任技術者と営業所における専任の技術者の兼務 

営業所における専任の技術者は、前述のとおり、所属営業所に常勤していることが原

則ですが、例外的に、次のいずれかに該当する場合には、兼務することができます。な

お、ア～ウの併用はできません。 

ア 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事 

→当該営業所で契約締結した建設工事であり、次の要件のいずれにも該当する場合 

 



（ア）請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事である場合は２億円未満）である 

こと。 

（イ）建設工事の営業所から当該工事現場の距離が、同一の現場代理人がその一日の 

勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他 

の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時 

間がおおむね２時間以内であること。 

      （ウ）当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３次以内であ 

るということ。 

      （エ）連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を置いていること。なお、当該建 

設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事に 

対し１年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。 

      （オ）当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための 

         措置を講じていること。 

      （カ）当該建設工事を請け負った建設業者が、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令 

第１４号）第１７条の２第１項第５号に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書 

を作成し、工事現場ごとに備え置いていること。 

      （キ）当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能 

な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能 

な環境が確保されていること。 

      （ク）工事現場の数が１を超えないこと。 

     イ 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事（営業所と工 

事現場が近接している場合） 

→次の要件のいずれにも該当する場合 

（ア）当該営業所で契約締結した建設工事であること 

（イ）当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場であること（当該

営業所と工事現場の間隔が１０ｋｍ程度） 

（ウ）当該営業所と常時連絡が取れる状態で、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇

用関係にあること  

     ウ 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事（イ以外の場 

合） 

     →アの要件を全て満たす場合 

 

（５）監理技術者と営業所における専任の技術者の兼務 

営業所における専任の技術者は、前述のとおり、所属営業所に常勤していることが原

則ですが、例外的に、次のいずれかに該当する場合には、兼務することができます。な

お、ア～ウの併用はできません。 



ア 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事 

→当該営業所で契約締結した建設工事であり、次の要件のいずれにも該当する場合 

（ア）請負代金の額が、１億円未満（建築一式工事である場合は２億円未満）である 

こと。 

（イ）建設工事の営業所から当該工事現場の距離が、同一の現場代理人がその一日の 

勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ工事現場において災害、事故その他 

の事象が発生した場合において、当該工事現場と他の工事現場との間の移動時 

間がおおむね２時間以内であること。 

      （ウ）当該建設業者が注文者となった下請契約から数えて、下請次数が３次以内であ 

るということ。 

      （エ）連絡その他必要な措置を講ずるための連絡員を置いていること。なお、当該建 

設工事が土木一式工事または建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事に 

対し１年以上の実務の経験を有する者を当該工事現場に置くこと。 

      （オ）当該工事現場の施工体制を情報通信技術を利用する方法により確認するための 

         措置を講じていること。 

      （カ）当該建設工事を請け負った建設業者が、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令 

第１４号）第１７条の２第１項第５号に掲げる事項を記載した人員の配置の計画書 

を作成し、工事現場ごとに備え置いていること。 

      （キ）当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能 

な情報通信機器が設置され、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能 

な環境が確保されていること。 

      （ク）工事現場の数が１を超えないこと。 

     イ 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事（営業所と工 

事現場が近接している場合） 

→次の要件のいずれにも該当する場合 

（ア）当該営業所で契約締結した建設工事であること 

（イ）当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した工事現場であること（当該

営業所と工事現場の間隔が１０ｋｍ程度） 

（ウ）当該営業所と常時連絡が取れる状態で、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇

用関係にあること  

     ウ 主任技術者または監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事（イ以外の場 

合） 

     →アの要件を全て満たす場合 

     

 

 



Ｑ６ 業務委託の業務担当者（主任技術者）と現場代理人、主任技術者、監理技術者、営業所

における専任の技術者の関係性について 

 （１）業務委託の業務担当者（主任技術者）と現場代理人の兼務について 

      現場代理人の制度は、福島市工事請負契約約款によって定められたもので同一工事

請負契約であれば主任技術者、監理技術者との兼務を認めていますが、業務委託の業

務担当者（主任技術者）との兼務は認めていませんので兼務はできません。 

      また、工事における現場代理人の常駐義務緩和拡大等は現場代理人と他の工事現場

における現場代理人の兼任を認めた制度であるため、業務委託の業務担当者（主任技

術者）は該当しません。 

  

（２）業務委託の業務担当者（主任技術者）と主任技術者、監理技術者、営業所における専任

の技術者の兼務について 

     主任技術者、監理技術者、営業所における専任の技術者は建設業法に規定された制

度であり、建設業法の適用がない業務委託の業務担当者（主任技術者）と兼務すること

はできません。 

 

 

Ｑ７ 現場代理人等（主任技術者、監理技術者）の変更について 

（１）現場代理人等（主任技術者、監理技術者）の変更ができる場合 

    建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、現場代理人等の変更は

必要最小限とする必要があり、変更が認められる場合として現場代理人等の死亡、傷

病または退職等、真にやむを得ない理由以外変更は認められません。 

    なお、現場代理人等の変更が必要になった場合には、契約検査課までご相談ください。     


